
 

 

 

 

当院は原則として身体的拘束を行わない方針であり、そのために下記の取組を 

行っております。 

・身体的拘束を行わずにケアするための用具を職員から提案または、提案を積極的に 

 導入する仕組みがある。 

・身体的拘束最小化チームにより、用具の一元管理が行われるとともに、使用状況に

基づく解除の提案等がされている。 

・身体的拘束が行われている患者がいる場合、身体的拘束最小化チームによる巡回が

定期的に行われ、病棟の職員らとともに、解除にむけた具体的な検討が行われてい

る。 

 

〈実施割合〉 

 令和７年１２月 令和８年１月 令和８年２月 令和８年３月 令和８年４月 

Ａ病棟  

実施割合 
１０％ １０％ １０％ ６％ ４．５％ 

Ｂ病棟  

実施割合 
２％ ４％ ５％ ５％ １２％ 

地ケア病棟  

実施割合 
４％ １０％ ５％ ４％ １．８％ 

回リハ病棟  

実施割合 
１３％ １２％ ３％ ５％ ０．７％ 

緩和病棟  

実施割合 
０％ ０％ ０％ ０％ ０％ 
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